
第 5 章 千歳市の現状と課題 

 

 

 

 
 78 

 
  

第 5 章 計画の推進体制 

 

１ 計画の推進体制 

本市の自殺対策の推進体制における最上位の意思決定機関は、「千歳市保健福祉推進委員

会」です。委員会は、次長級により構成されており、全庁的な取組として自殺対策の推進に

当たるとともに、自殺予防に関する施策を総合的かつ効果的に推進します。 

自殺対策計画の庁内連絡会議は、「千歳市自殺対策計画検討会議」です。主に「生きるを支

える」施策を実施する関連各課長職で構成され、速やかに現場の取組に反映させていく機能

を有します。 

本計画の推進は、これらの「千歳市自殺対策計画検討会議」及び「千歳市保健福祉推進委

員会」にて課題や問題を共有し、全庁的な取組を推進します。 

 

【図5.1.1】 各部署所管の生きるを支える事業に関連する会議組織 
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２ 計画の進捗管理 

本計画に基づく施策を着実に展開するため、計画の具体的な取組状況を把握し、ＰＤＣＡ

サイクルの4段階を推進し、計画の確実な実施を図り、評価・改善を行います。 

進捗状況の管理については、毎年度の実施状況及び目標の達成状況等の把握を行い、

それに基づく成果等を、「千歳市保健福祉調査研究委員会等」において審議及び評価します。 

また、必要に応じ、目標達成に向けた課題の整理と取組内容の見直し及び改善を行います。 

計画の最終年度である令和10（2028）年度には最終評価を行い、設定した数値目標の

達成状況を把握し、次に目指していくべき方向性を見出し、次期の計画策定に生かしてい

きます。 

 

【図5.2.1】 計画の進捗管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【実行】 

「目標」の達成に向け

て、年次ごとに効果的、効率

的な事業の推進と事務の執行

を行います。 

【改善】 

評価結果に基づいて 

事業や施策の見直し 

【評価】 

実施状況の把握 

数値目標及び評価指標の 

検証 

統計等集積 

 

【計画】 

自殺対策計画策定 

数値目標、成果指標の設定 

５年ごとの見直し Action Plan

DoCheck


